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○
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
二
十
五
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

第
二
条
の
規
定
、
第
三
条
中
会
社
法
第
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
か
ら
附
則
第
十
五
条
ま
で
、

附
則
第
二
十
一
条
か
ら
附
則
第
三
十
一
条
ま
で
、
附
則
第
三
十
四
条
か
ら
附
則
第
四
十
一
条
ま
で
、
及
び
附
則
第
四
十
四

条
か
ら
附
則
第
四
十
八
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
十
四
条

第
四
十
三
条
）
」
を

第
三
十
三
条

第
四

目
次
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
、
「
（

「
（

－
－

十
二
条
）
」
に
、
「
（
第
四
十
四
条

第
四
十
六
条
）
」
を
「
（
第
四
十
三
条

第
四
十
五
条
）
」
に
改
め
る
。

－
－

第
二
条
第
四
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
第
三
十
一
条
」
を
「
及
び
第
三
十
条
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第
二
号
」
を
「
第
三
十
条
第

二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
を
削
る
。

第
三
十
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
別
表
第
二
十
一
号
」
を
「
別
表
第
二
十
号
」
に
、
「
）
第
三
十
一
条
」
を
「
）
第
三
十
条
」
に
、
「
第

三
十
一
条
第
二
号
」
を
「
第
三
十
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
中
「
別
表
第
二
十
三
号
」
を
「
別
表
第
二
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
五
章
中
第
三
十
四
条
を
第
三
十
三
条
と
し
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
六
章
中
第
四
十
四
条
を
第
四
十
三
条
と
し
、
第
四
十
五
条
を
第
四
十
四
条
と
し
、
第
四
十
六
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。
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附
則
第
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
中
「
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四
十
四
条
」
に
改
め
る
。

別
表
中
第
十
九
号
を
削
り
、
同
表
第
二
十
号
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
九
号
と

し
、
同
表
第
二
十
一
号
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
号
と
し
、
同
表
第
二
十
二
号

中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
一
号
と
し
、
同
表
第
二
十
三
号
中
「
第
三
十
三
条

」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
二
号
と
し
、
同
表
第
二
十
四
号
を
同
表
第
二
十
三
号
と
す
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
八
条

第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
電
気
通

信
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
旧
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
で
あ
っ
て
、

新
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
る
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
の
は
施
行
日
に
同
条
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
、
新
法

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
す
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
の
は
施
行
日
に
同
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。


